
小山田地区防災計画

1.趣旨

この計画は､地震､台風､大雨等の大規模災害による人的､物的被害の発生

及びその拡大を防止し軽減を図るため､地区住民が自主的に行う活動の必

要な事項を定める｡

2.　活動指針

小山田地区防災連絡協議会の目的を達成するため､小山田地区市民セン

ター及び関係機関等と連絡協調を図り､平常時の防災対策活動及び災害発

生時の初動活動各地区住民が一致団結して積極的な防災施策を確立する｡

3.組織及び役割

平常時の防災活動及び災害発生時の防災活動の組織及びその役割は､ ｢別

紙1｣を基本とする｡但し､状況によっては組織等を変更して対応するこ

とができる｡

4.平常時の防災活動

( 1 )防災に対する知識の普及及び意識の高揚

広報､研修会等により､次に掲げる防災に関する知識の普及等に努め､

防災意識の高揚を図る｡

①防災組織及び防災計画の周知

②災害についての知識

③各家庭における防災上の留意事項

④その他必要な事項

(2)防災訓練の実施

地区の実情に応じて次に掲げる防災訓練若しくは研修を実施する他､

四日市市防災会議､四日市市が実施する防災訓練を行う｡
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(∋情報の収集伝達

②消火

③避難･誘導

④救出･救護

(参応急手当･搬送

⑥その他必要な訓練･研修

(3)出火防止
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地震等の出火防止のため.各家庭において次の事項に重点を置いて

点検･整備する｡

①火気使用設鳳器具等の整備及びその周辺の整理整頓状況

②可燃性危険物等の保管状況

③消火器等消化資機材の状況

④その他､出火危険個所の状況

(4)避難体制の確立

避難に際して支障がないよう事前に避難場所及び避難路を点検し､

最も安全な経路の選定を行うとともに安全の確保に努める｡

( 5)災害時要援護者の安全確保

高齢者世帯や障害者等の災害弱者について.本人の同意及びプライ

バシーの保護の確保のもとにその把握に努め､また､被災時の安全確

保に努める｡

(6)防災活動上の技能者､事業所の協力

災害時に有効な諸活動のため､医師､看護士､建設専門職人､アマ

チュア無線従事者等や事業所と事前に協力体制の確保に努める｡

(7)防災資機材の整備､点検

小山田地区に配備された市の防災資機材の定期的な点検を行うとと

もに各自治会区域の防災資機材の充実整備とその点検に努める｡

5.災害時の防災活動

(1)情報の収集､伝達

地区内の被害･避難状況等災害情報を正確かつ迅速に収集し､防災

関係機関に報告する｡また､防災関係機臥報道関係機関等の提供する

情報を地区住民等に伝達する｡

【災害情報の内容】

第1報(概要速報)- ･ -(｢別紙2｣のとおり)

･被害状況(人的､物的､構造的)

･避難状況

･活動状況

第2報(詳報･個人情報)- - ･(｢別紙3, 4｣のとおり)

第1報より更に正確な詳報及び詳細な個人情報を含めた情報と

し､第3報以降必要に応じ報告する｡

(2)初期消火

大地震等においては､火災の発生が被害を大きくする要因となるた

め､出火防止の徹底を図るとともに､出火の際は初期消火活動に協力す
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るように努める｡

(3)救出救護

救出救護を要する者がいる場合は､直ちに救護活動を行うとともに､

医師の手当てを必要と認めたときは､医療機関又は防災関係機関の設

置する地区救護所に搬送する｡

(4)避難誘導

警戒宣言が発せられた場合､突発地震が発生した場合､風水害の場

合及び火災の延焼拡大等により､人命に危機が生じ､又は生じる恐れが

あるときは､自主的に避難するとともに､避難命令こ勧告等が発令さ

れた場合は指定した避難場所､避難所に円滑に避難できるように努め

る｡

6.災害時の救援活動

災害時の救援活動は､時間が経過するごとに変化するので､時々の状況で判

断しながら次のような取り組みを実施していく｡

(1)発生直後の取り組み

①　災害発生時から3日
･地区災害対策本部の設置

･被害･避難等状況の把握

･人命優先の支援活動

②　3日目から1週間
･組織的な支援体制による取り組み

･情報の提供

(2)生活支援期(避難所や在宅での支援活動)

生活を立て直すまでの間､避難所や仮設住宅での生活支援として･炊き

出しや救援物資の配布､相談窓口の開設等で精神的､人的支援活動を展開す

る｡

附　則

この計画は､平成18年　7月19日から実施する｡
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小　山　田　地　区　防　災組織体制

地　区　災専対　策本部

本部長　　　地区連合自治会長

副本部長　　地区副連合自治会長･消防分団長

各　自　治　会　長

民生委員協誰会長

女性部長　老人クラブ連合会長

交通安全協会支部長

北ブロック長

南ブロック長

(必要に応じて部を置く)

渉外情報部 介建,衛生部

(交通安全協会長) (民生重点協議会長) (女性部長)

故事･安否情報

安心情報

広報

高齢者･負傷者･病弱･乳幼児

･障害者の介様等

消毒･ゴミ処理

ボランティアの調整

給食給水活動

救援物資の調達と配給

市災青対策本部

小山田地区市民センター

別紙1

市消防本部

小山田消防分団

小山田小学校

西陵中学校

小山田駐在所

._____l L44+I1--------------I---ll----ll---------------Ill--I-----------------I--------------I-l d-I

(避難所の開設)

北ブロック長 琶>ﾈ7X8ﾘ6(4�+tﾒ�

(酉陵中学校) 剪淫ﾈ�)68抦ｧxﾕ｢��

西山町小山町内山町 劍�)69*ﾉ�kﾉ*ﾉ;�5��)*ﾂ�

美里町 劍�:�*ﾉ��k969*ﾂ�

西山町自主防災隊小山町自主防災隊 劍�)69*ﾈﾉ8齪益f胃����kﾉ*ﾈ齪益f胃����

美里町自主防災隊内山町自主防災隊 劍�)69*ﾉ=�齪益f胃���;�5��)*ﾈ齪益f胃����ｹY[y*ﾈ齪益f胃�����k969*ﾈ齪益f胃����

(自主防災隊)
自治会長 

自主防災隊長 

罪

班長　　　　　　　班長　　　　　　　　　班長　　　　　　　　　　班長

情報班 傲�憺Lr�救出.救護班 ���>�Y;�Lr�

情報の収集伝達 広報活動 偬�馭育粨��懆ｨ�:��負傷者の救出救謙活動 偖ｩj�,ﾉO�L�uY;�ｨ�:��
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別紙　2

災害情報(概要速報)平成　年　月　日　　時　　分現在

自治会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者

被 童 ロ 咲 況 ��ﾉ4儂ﾘ･�� 

物的被害 ��

道路等の 被害 ��

避 難 咲 況 忠O�>�&粳O�>��ｨ�-h,ﾈ�8ｻR��

活 動 咲 況 宙齪益f胃���9�,ﾈｨ�:竰�
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別紙　3

災害情報(詳報第　報)平成　年　月　日　　時　　分現在

自治会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者

被 生 I:コ 咲 況 ��ﾉ4儂ﾘ･�� 

物的被害 ��

道路等の 被害 ��

避 難 咲 況 忠O�>�&粳O�>��ｨ�-h,ﾈ�8ｻR��

活 動 咲 況 宙齪益f胃���9�,ﾈｨ�:竰�
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